
一宮市告示第    号

市道の路線廃止に関する告示

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基

づき、市道の路線を廃止する。

 その関係図面は、公示の日から２週間建設部道水路管理課におい

て一般の縦覧に供する。

令和  年  月  日

             一宮市長  中野 正康

339

7 7 15



整　理 起　　　　　　　　　　　　点

番　号 終　　　　　　　　　　　　点

丹陽町九日市場字円之内

丹陽町九日市場字円之内

以　下　余　白

主　要　な

① 市道J576号線

経　過　地

路線廃止

路　　　線　　　名

2



位置図
路線廃止

S=1／2,500

N

▽

〇

①

市
道
Ｊ

57
6号

線
名神高速道路

一宮インターチェンジ

国
道
2
2号

名
古
屋
高
速
1
6号

一
宮
線

県
道
井
之
口
江
南
線

7

●

▼


